
BRAIN とは

○生研支援センターとは
農林水産・食品産業等の分野を専門とする我が国唯一のファンディングエージェンシー

○ミッション
大学、国立研究開発法人、民間企業等から優れた研究課題の提案を公募・採択し、研究資金の
提供をはじめ、出口を見据えて執行管理を行い、研究成果を着実に社会実装に結び付ける。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
NARO（National Agriculture and Food Research Organization）
生物系特定産業技術研究支援センター
BRAIN（Bio-Oriented Technology Research Advancement Institution）

BRAINにおける
研究支援業務の概要
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農林水産・食品分野の革新的な技術・商品・サービスを生み出す多様な分野・多様なセクターからの研
究開発を支援。また、『「知」の集積と活用の場』からの提案など、異分野のアイデア・技術等を農林水産・
食品分野に導入する研究を重点的に支援。

「知」の集積と活用の場を核としたイノベーションの創出 全体イメージ

農林水産業・食品産業の
競争力強化、成⾧産業化

プラットフォームの戦略に基づき、
商品化・事業化につながる技術開発を実施

会員の相互交流を通じて
研究開発プラットフォームの形成を促進

農林水産・食品産業、化学、医学、情報工学等
4,973の会員（令和６年12月末現在）

オープンイノベーション研究・
実用化推進事業

プロデューサーを中心とし、
新産業の創出につながる研究開発のための戦略を作成

研究開発プラットフォーム 175
（令和６年12月末現在）

研究開発プラットフォーム

研究コンソーシアム

プロデューサー

大学・メーカー・生産者等

産学官連携協議会

研究支援
採択審査時に優遇

「知」の集積と活用の場
産学官連携協議会HP

1-1 オープンイノベーション研究・実用化推進事業の概要
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○ 農林水産・食品分野における産学連携研究による研究開発を基礎から実用化段階まで継ぎ目なく推進
○ 「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームから提案される研究課題については審査時に加点により優遇

＜事業イ メージ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．基礎研究ステージ
将来、農林水産・食品分野での社会実装を目的とした革新的な

研究シーズを創出する基礎研究を支援します。

①基礎重要政策タイプ
みどりの食料システム戦略や、輸出戦略及び国が提示した重要

政策を解決するための研究シーズを創出する研究
②研究シーズ創出タイプ

農林水産業・食料産業の発展につながる革新的な研究シーズ
を創出する研究

③チャレンジタイプ
新たなアプローチや考えによる独創的でチャレンジングな研究

④若手研究者応援タイプ
若手研究者に研究代表者として活躍の場を提供し、若手なら

ではの斬新なアプローチで研究シーズを創出する研究

２．開発研究ステージ
基礎研究ステージ等の研究成果を社会実装するための実用化研

究を支援します。

①開発重要政策タイプ
みどりの食料システム戦略や、輸出戦略及び国が提示した重要

政策を解決するための研究
②実用化タイプ

研究成果を商品化又は事業化することなどにより収益化を目的
とする民間企業発の研究

③現場課題解決タイプ
地域ブランド品種の育成や、地域条件に応じた新しい栽培体系

の構築など公益性の高い地域発の研究
④病害虫防除対応タイプ（新設）

病害虫など早期に対応しなければならない課題に対する研究

※1 優れた研究成果を創出した研究課題は、移行審査により次のステージへ優先的に採択することで、シームレスな研究が可能。
※2  年度途中に緊急に研究の実施が必要とされる事由が生じた場合、緊急対応課題研究を実施。
※3 開発研究ステージ「実用化タイプ」において、参画する民間企業にマッチングファンド方式を適用。

・3,000万円以内/年 × 3年以内

・3,000万円以内/年 × 3年以内 ・3,000万円以内/年 × ５年以内

国の重要政策を推進

社

会

実

装

基礎研究ステージ（※１）

地域・現場の課題を解決

開発研究ステージ（※２）

基礎重要政策タイプ 開発重要政策タイプ

研究シーズ創出タイプ

チャレンジタイプ

若手研究者応援タイプ

現場課題解決タイプ

実用化タイプ（※３）

・3,000万円以内/年 × ５年以内
・代表機関は民間企業など

・3,000万円以内/年 × ５年以内
・代表機関は公設試など

・3,000万円以内/年 × ５年以内

・1,000万円以内/年 × 3年以内
・研究代表者が博士学位取得後８年
未満又は39歳以下

・1,000万円以内/年 × １年以内
・1機関での応募も可能

病害虫防除対応タイプ（新設）

1-2 基礎から開発までの各研究ステージを支援
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• 研究グループを組織して共同研究を行うことについて、参画する全ての機関の
同意が必要

• 参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした上で、応募は研究グルー
プの代表機関が行うこと

• 研究の一部または全部を研究グループの構成員以外の他の研究機関等に再委託
することは不可

• 法人格を有する研究機関等であること
• 研究開発を行うための研究体制、研究員等を有すること
• 研究の企画・立案及び適切な進行管理を行う能力・体制を有すると共に、
研究統括者及び経理責任者を設置していること

※ 研究統括者が所属する代表機関とは別に、生研支援センターとの委託契約業務や経理執行
業務を担う機関（研究管理運営機関）を設置可能

○ 代表機関の要件

○ 研究グループの要件

※ 基礎研究ステージのチャレンジタイプにおいては、単独機関での応募が可。

1-3 応募要件（研究ステージ共通）



その他産業

・食料の安定供給
・多面的機能の発揮
・農業の持続的な発展
・農村の振興

・高齢化・担い手不足
・気候変動
・食品ロス
・食料需要の変化 etc.

・革新的技術・サービスの普及に
よる産業の競争力強化、飛躍
的発展

・独自技術を短期間で事業化

・スタートアップ等の研究開発から
事業化までをステージゲート方
式により段階的に支援

農林水産・食
品産業の目指
す姿

課題

スタートアップへ
の期待

取り組み内容

高齢化・担い手不足 温暖化等気象災害 食品ロス 等

研究者・スタートアップ

開発技術の事業化に
向けた伴走支援

* 農林水産省ホームページ「令和4年農業・食料関連産業の経済計算（概算）」

農林水産業・食品産業が
全経済活動に占める割合*

技術力

成⾧力機動力

新たなビジネス創出

スマート農業、フードテック等
スタートアップの振興が活発

5

全産業の約１割

農林水産・食品産業の
国内生産額(兆円)*

103 114 

2011 2022

2-1 スタートアップ総合支援プログラム（SBIR支援）概要



フェーズ0
（発想段階）

フェーズ1
（構想段階）

メンタリング セミナー マッチング ピッチ

伴走支援
（メンタリング等
における支援例
（想定））

• 技術改良の助言
• 経営人材マッチング
• 知財調査、資金調達の支

援
• 事業計画策定支援 等

• 技術改良の助言
• 事業化を意識した技術的

な助言
• 知財戦略の助言 等

• 技術改良の助言
• FS、 PoC、市場調査、

マーケティング調査の支援
• 事業モデル構築支援 等

経験豊富なプログラムマネージャー（PM）が、研究課題に応じて事業化をサポート

事業化準備フェーズ

対象
新たなビジネス創出を目指して革新的な研究開発に取り組む研究開発型スタートアップ等

（① 原則設立15年以内の中小企業者（みなし大企業は除く)、②J-Startup 又はJ-Startup地域版の選定
スタートアップ、③起業して研究開発成果の事業化を目指す研究者（応募は所属機関）のいずれか）

期間 １年以内２年以内 １年以内

委託費 VC等からの出資額と同額以内
（上限3,000万円）/年度1,000万円以内/年度 1,000万円以内/年度

主な研究
（取組）内容

PMFに向けた技術改良等の
取組革新的な技術シーズの創出 FS、PoCの実施

主な達成目標 研究開発成果を基にした事業
の開始準備完了

革新的な技術シーズの確立
知財戦略の設定

技術的課題の明確化
有望な事業モデルの構築

ステージゲート

研究開発テーマ 農林水産・食品分野における政策的・社会的な課題の解決に資する研究開発テーマを設定

将来のアグリ・フードテックを担う優秀な若手人材(スーパーアグリクリエーター(SAC))を発掘し、研究起業家としての能力向上を支援

フェーズ２
（実用化段階）

２年以内

2,000万円以内/年度

事業化に必要な研究開発
事業実施に向けた準備

法人設立を含む事業実施体制の確立
具体的な事業計画の策定
VC等からの出資の獲得

• 技術改良の助言
• PMFに向けた取組の支援
• 販促戦略の策定、組織体制

の構築等、事業開始準備の
助言 等

研究開発型スタートアップ等
（中小企業者）

注:VC等からの出資要件有

用語説明:FS:feasibility studyの略で「実現可能性調査」 PoC : Proof of Conceptの略で「概念実証」
VC :venture capitalの略で「主に未上場の企業に投資を行う投資ファンド」
PMF:Product Market Fitの略で「顧客の課題を満足させる製品・サービス等を提供し、それが適切な市場に受け入れられている状態」

※本プログラムの内容は毎年の予算編成等に応じて決定されるため、今後、内容が一部変更となる場合があります。 6

2-2 創発的研究から事業化に向けて切れ目なく支援



※ 複数の研究機関で実施する場合

生研支援センター

委託契約

コンソーシアム ※

研究代表者 経理責任者（総括）

共同研究機関 ※

国立研究開発法人等 大学等 公益・一般法人等

コンソーシアムの規約等に
基づく資金請求・交付

経理責任者

研究管理運営機関
（特例措置）

応募者（代表機関）

中小企業等

運営管理委員会（農林水産省）

プログラムディレクター（PD）
評議委員会

プログラムマネージャー（PM）

事業化支援

規約、協定書又は共同研究契約
によりコンソーシアムを形成

経理責任者 経理責任者 経理責任者 経理責任者

研究実施責任者 研究実施責任者 研究実施責任者 研究実施責任者

①中小企業者(原則設立15年以内、みなし大企業は除く)、
②J-Startup 又はJ-Startup地域版の選定スタートアップ、
③大学、国研等の研究機関等、 のいずれか
（③は、研究代表者が起業して事業化を目指していることが必要）

7

2-3 応募要件



重点課題対応型研究開発
（民間事業者対応型）

特に重要度が高いスマート農業技術の開発・供給を促進するため、スマート農業技術活用促進法に基づく
重点開発目標に沿った民間企業等による研究開発を実施。

研究開発の
内容

法に基づく重点開発目標に位置付けられているスマート農業技術のうち、特に重要度の高い技術（公募分
野の詳細（別表に明示されている技術）を参照）

【例】
ぶどうの管理作業ロボットの開発、レタスの収穫ロボットの開発 等

対象技術

① スマート農業技術に係る研究開発（必須）
② 新たな栽培方法の確立に係る研究（※）

※②の研究型は、①の効果を向上することが期待される栽培方法であり、有効な技術内容が想定される
場合に限り、研究計画に含めることが可能。

研究型

３年以内（令和10年３月末まで）研究実施
期間

1.5億円/年※
（上記のうち、②新たな栽培方法の確立に係る研究要素は0.4億円/年を上限）

研究費の
上限

本事業については、スマート農業技術活用促進法に基づく重点開発目標に位置付けられている
スマート農業技術に係る研究開発を支援するものとなっております。

※研究費の上限については、①と②の総額。例として、②として0.3億円/年を含める場合は、①の研究費の上限は1.2億円/年となります。 8

3-1 「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」の概要



技 術農作業営農類型等

 自動航行・薬剤等の自動装填が可能なドローン(水稲等)除草
水田作

 コンバインと搬出・運搬トラック、乾燥調製施設の連動(水稲等)収穫・運搬・調整

 ほ場状態に応じた制御が可能な不耕起播種機の自動化(麦類・大豆)
播種・移植

畑作
 自律走行挿苗機(かんしょ) 

 株間除草等も可能な自律走行型除草機除草

 AI等を活用した施設内選別作業機(かんしょ、ばれいしょ) 、自律走行が可能なハーベスタ（さとうきび）収穫・運搬・調整

 中耕・除草等も可能な自律走行管理機(花き含む全般)除草・防除

露地野菜・花き作  自動収穫機の新規開発(レタス等）、既存機の機上等作業の省力化（にんじん、たまねぎほか）収穫・運搬

 選別の自動化技術、ラインへの自動搬入機、自動箱詰め機（花き含む全般）選別・調整・出荷

 自動収穫機の汎用化等を通じた管理作業の省力化技術(花き含む全般)
【摘葉(トマト、イチゴ、きゅうりほか)、摘果、誘引(トマト、きゅうりほか)、防除】

栽培管理

施設野菜・花き作
 自動収穫機や台車ロボット(花き含む全般)収穫・運搬

 選別・箱詰め等自動化技術、庫内の環境の精密制御等による貯蔵・品質保持 (花き含む全般)選別・調整・出荷

 栽培管理の省力化技術(全般)
【受粉(りんご、日本なしほか)、摘果(日本なしほか)、摘葉(かんきつ、りんごほか)、剪定/剪枝/整枝(かんきつ、りんご、ぶどう、
茶ほか)、被覆(茶)】

栽培管理

果樹・茶作
 自動収穫機(日本なしほか)や台車ロボット(全般)収穫・運搬

 外観・品質に基づいた更なる高度かつ迅速な自動選果技術、庫内の環境の精密制御等による貯蔵・品質保持(全般)選別・調整・出荷

 画像センシング機による発情・疾病・分娩監視技術、個体ごとの採食の簡易な計測が可能な自動給餌機(全般)、牛舎内の自
動洗浄ロボット

飼養管理

畜産・酪農
 画像センシング機による発情・疾病・分娩監視技術、高度な個体管理が可能な搾乳ロボット、様々な種類の乳器に対応する安

価な搾乳ロボット(酪農)
搾乳

 センシング技術によるスマート樹体管理システム(果樹) ◆ AI病害虫診断によるスポット散布技術(果樹ほか)
 自動管理機等の統合運用システム(果樹ほか)

センシング等農作業共通

公募分野は、法に基づく重点開発目標に位置付けられたスマート農業技術であって、労働時間の削減等の生産性の向上に寄与するもののうち、次の表に明示した技術です。

9

3-2 公募分野
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3-3 応募要件（開発供給実施計画・研究グループ）

【参画必須（１．研究機関又は２．開発・供給支援機関として参画する必要あり）】
ア 社会実装を担う者、 イ 研究用ほ場を有する者、 ウ 農業者等（ウについては協力機関でも可)

１．研究機関
○ 代表機関（応募者）
○ 共同研究機関
（自ら研究を実施する民間企業、大学、地方
公共団体、一般又は公益法人、国立研究開発
法人等であり、日本国内に設置された法人格を
有する者）

２．開発・供給支援機関
（研究成果の農業生産現場への迅速な供給を
進める民間企業（製造事業者や農業支援サー
ビス事業者）や普及を担う普及組織や農業者
等、研究成果（製品等）のユーザーとなる民間
企業等のことで、自ら研究を実施せずに研究グ
ループに参加する者）

３．研究管理運営機関※要する場合
（研究代表者が所属する応募者とは別に、生
研支援センターとの委託契約や委託契約に係る
業務及び経理執行業務を行なう者であり、生研
支援センターが必要と認めた場合に限り、設置す
ることが可能。）

協力機関の例（委託事業の実施する上での協力機関。研究グループ外。）

地域金融機関等（研究グループに参画し研究・検証等を実施する場合加算）、研究支援者、農業者等

研究グループの例（委託契約締結までにコンソーシアムを設立）

本委託事業の応募に当たっては、法に基づく「スマート農業技術等の開発及びその普及に関する計画（開発供給実施計画）」の認定が必要であるとともに、
併せて、以下の2点を満たす必要があります。
① 委託事業で実施する内容が認定を受けた開発供給実施計画の内容の全部又は一部に即していること
② 研究主体に開発供給実施計画の認定者（代表者）を含んでいること
また、本委託事業については、研究グループを組織し応募いただく必要があります。

農林水産大臣
（法に基づく基本方針の

策定・公表）
申請

認定

スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画
（開発供給実施計画）

【開発供給事業の内容】
農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等の開発及び当該スマート農業技術等
を活用した農業機械等又はスマート農業技術活用サービスの供給を一体的に行う事業

【申請者】
開発供給事業を行おうとする者（農機メーカー、サービス事業者、大学、公設試等）

【特例措置】
・ 日本政策金融公庫の⾧期低利融資
・ 農研機構の研究開発設備等の供用等
・ 行政手続きの簡素化（ドローン等の飛行許可・承認） など

開発供給実施計画の概要


